第一の項目について
中学校間の兼務は、教科担当教員の確保や、専門性をいかした学習指導が実施できることから、当該校における学校運営の円滑化を図ることを目的としている。
運用にあたっては、本務・兼務校の校長及び兼務教員の了承を得ていること、
本務・兼務校での指導時間の上限を概ね１５時間とすることなど、兼務教員の業務負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に取り扱いを認めるものである。

第二の項目について
中学校間の兼務は、小規模の中学校においては、学級数により配置される教員定数上、全教科を担当する教員が確保できないといった、市町村教育委員会からの要望を受けて運用を開始するものであり、年度途中での講師及び非常勤講師の雇用に影響することは想定していない。

第三の項目について
令和４年度に中学校間の兼務を要望している市町村数は３市あった。
運用にあたっては、小学校間および小中学校間の兼務と同様に、府教委が各市町村教委からの兼務内申を精査し、本務・兼務校での指導時間の上限が概ね１５時間であること、休憩時間や移動時間を確保していること、兼務校は１校のみであることなど、一定の基準が満たされていることを確認したうえで兼務を認めることとしている。
また、年度途中の退職等により欠員が発生する場合も想定される。
その際にも、年度当初と同様、各市町村教委からの兼務内申を個別に精査し、一定の基準を満たす場合に取り扱いを認めるものである。



